
警 察 署 協 議 会 議 事 録

協議会名 令和６年第２回宮城県大和警察署協議会

開催日時 令和６年７月１日（月） 午後２時00分から

午後３時30分まで

開催場所 大和警察署大会議室

１ 協議会委員

・ 出席委員～ 会 長 佐藤 寛和 副会長 板宮 伸平

委 員 西垣 克 委 員 後藤 良春

出席者等 委 員 浅野 よし江 委 員 飯塚 久子

委 員 菊地 真矢

・ 欠席委員～ 委 員 森岡 美貴

２ 警察署側 署長 副署長 会計課長 警務課長兼留置管理課長

生活安全課長 地域課長 刑事課長 交通課長

警備課長

別紙のとおり

議事概要

備 考

備考 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、添付すること。



別 紙

１ 報告事項

署長から、令和６年５月末現在の刑法犯認知件数や交通事故発生状況等管内の治

安情勢について説明がなされた。

２ 協議事項

⑴ 特殊詐欺の発生状況と抑止対策について

生活安全課長から、県内及び管内における特殊詐欺被害の状況等について説明

がなされた。

委 員： 発生件数や手口の集計について、例えば入学シーズンやボー

ナス時期等、時節別の統計を取ることで発生傾向がわかるので

はないか。

生活安全課長： 月ごとの統計を取っているが時期的な特徴は確認されていな

い。

特殊詐欺はグループ化しており、手口の変化にも富んでいる

ため、継続してさまざまな手口を分析し対策していく。

委 員： 特殊詐欺に関して網羅的な対策はないのか。

生活安全課長： 「お金の話が出たら詐欺」など、多くの人の耳に届く広報を

実施している。

委 員： 地域の集まりに来てもらい、ＤＶＤの視聴や防犯講話をして

もらうことは可能か。

生活安全課長： 生活安全課や交番等で講話の依頼を受け付けており、本年度

も何件か対応しているところである。

広報用ＤＶＤの貸出しも行っていることから、要望に応じて

対応させていただく。

委 員： 被害金は戻ってきているのか。

生活安全課長： 送金の差し止めなどで対応が図られ金銭的な被害を防ぐこと

ができる場合もある。

⑵ 士気の高い職場環境づくりについて

警務課長から、安心安全な地域社会の実現に向けた署員個人の知識・技能向上

施策等警務課業務について説明がなされた。

委 員： 変化する社会情勢に対応しながら職場環境をよりよいものに

するのは大変なことだが、日頃のコミュニケーションを大切に

引き続き努力してもらいたい。

会 長： 人事異動があり短いスパンで環境が変わると思うが、今いる

職員を大事に、一人一人の満足度を向上させてほしい。



３ 意見・要望

会 長： コスト削減につながることから、警察署協議会の案内や出欠回答に

ついて、メール等の利用によるペーパーレス化を検討してはどうか。

警務課長： 宮城県警察においては「みやぎゼロカーボチャレンジ2025戦略」に

基づきペーパーレス化を進めているところである。

業務の合理化、効率化からしても、メール等の利用や電子データの

活用は非常に有用であるものの、セキュリティ面の課題や問題があり、

各種業務におけるペーパーレス化を検討しながら進めている。

当署にはインターネット端末があり、メール機能を備えているもの

の、セキュリティ面の問題等もあるため、現在の郵送やＦＡＸという

連絡手段を一律にメールに変更することはせず、個別に相談させてい

ただきたいと考えている。

委 員： 近年の自動運転技術の目まぐるしい発展により、今後レベル４以降

の本格的な導入や一般道での走行に向けた取組みが必要になると考え

る。

自動運転技術の導入については法整備や実証のための環境整備など

さまざまなアプローチが考えられるが、大和警察署、宮城県警察とし

ての取組みや潮流について伺いたい。

交通課長： 令和５年４月に施行された改正道路交通法により、限定地域におけ

る遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスの実現を可能とする特定

自動運行の許可制度が創設され、レベル４に相当する運転者がいない

状態での自動運行を行おうとする者は、都道府県公安委員会の許可が

必要とされている。

宮城県警察としては、許可申請があった場合は特定自動運行計画が

一定の基準に適合するかどうかを審査し、適切に対応することとして

いる。

県内でも、公道等において自動運転の実証実験が行われているとこ

ろであり、関係事業者等に対し事前相談等を通じて、緊急時の安全確

保や事故防止に関する助言・指導を行っている。

大和警察署においては、関係事業者等からの相談や問合せに対して

警察本部関係部署と連携し、交通の安全を確保しつつ、自動運転の実

用化に向けた適切な助言や情報提供をしていく。

４ 事務連絡

警務課長から次回の警察署協議会開催予定について、令和６年11月頃を予定して

おり、日程については後日調整する旨説明があった。




